
 

 
  

０７．奨学金

本学で取り扱っている奨学金には，大きく分けて「日本学生支援機構による奨学金」，「地方公共団体及び民間育英団体の奨学金」

及び「大学独自の奨学金」があります。 

 

◆日本学生支援機構による奨学金                                             
 

勉学に励む意欲があり，またそれにふさわしい能力を持った学生が，経済的理由により修学をあきらめることがないよう支援するこ

とを目的として国が実施する制度です。 
 
●給付奨学金（高等教育の修学支援新制度の一つ）

 対 象：学部学生（留学生除く）のうち，住民税非課税世帯・それに準ずる世帯・中間所得層の多子世帯の者 
 申請要件：高校卒業後～本学入学まで 2 年を経過していないこと（編入学生は別途要件あり） 

外国籍の方は，特定の在留資格を持っていること(「留学」等以外) 
その他，修得単位数等の学力要件あり 

 支援内容：原則返還不要の給付型奨学金と授業料（入学料）減免 
  ・世帯収入に基づく 4 つの支援区分により，奨学金の月額支給や授業料（入学料）減免の金額が異なります。 
  ・多子世帯（生計維持者の扶養する子どもが 3 人以上）の場合，世帯の収入によらず授業料が全額免除となります。 
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支援内容 通学形態等 
支援区分及び支援金額 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ区分（多子世帯に限る） 

給付奨学金 
自宅 29,200 円 19,500 円 9,800 円 7,300 円 

自宅外 66,700 円 44,500 円 22,300 円 16,700 円 

（参考） 

授業料等減免 

授業料 

免除額 

（半期分） 

【全額免除】 

昼間:267,900 円 

夜間:133,950 円 

【2/3 免除】 

昼間:178,600 円 

夜間: 89,300 円 

【1/3 免除】 

昼間:89,300 円 

夜間:44,700 円 

【全額免除】 

昼間:267,900 円 

夜間:133,950 円 

●貸与奨学金

 対 象：学部学生（留学生除く），大学院生，専攻科生 
 申請要件：外国籍の方は，特定の在留資格を持っていること(「留学」等以外) 

その他，修得単位数や学力評価点等の学力要件あり 
 支援内容：奨学金の貸与※卒業後返還が必要 
 ・第一種奨学金（無利子），第二種奨学金（有利子）があり，併用貸与も可能です（収入による基準あり）。 
 ・大学院生のみを対象とした「授業料後払い制度（在学中は授業料を納付せず， 修了後の所得に応じて後払いする制度）」や 
 ・奨学金の貸与中に，特に優れた業績を挙げた者に対する「返還免除制度（教員になった者に対する教員免除制度含む）」は，大学院在学

中に貸与した第一種貸与奨学金が対象です。 
 

 支援名称 金額 

奨
学
金
（
無
利
子
） 

第一種奨学金 

教育学部・特別支援教育特別専攻科: 
【自 宅】20,000 円・30,000 円・45,000 円/月 
【自宅外】20,000 円・30,000 円・40,000 円・51,000 円/月 
大学院教育学研究科及び大学院連合教職実践研究科: 
50,000 円・88,000 円/月 
大学院学校教育学研究科: 
80,000 円・122,000 円/月 

授業料後払い制度 

大学院教育学研究科及び大学院連合教職実践研究科: 
生活費奨学金として 20,000 円・40,000 円/月 
その他，支援対象授業料は対象者の授業料に充当 
（注）法的に第一種奨学金と同制度のため，第一種奨学金と併せて申請はできません。 

第二種奨学金（有利子） 

教育学部・特別支援教育特別専攻科: 
20,000〜120,000 円/月 
大学院教育学研究科・大学院連合教職実践研究科・大学院学校教育学研究科: 
50,000〜150,000 円/月 

担当は学生支援課奨学厚生係（syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp）です。 



 

 
  

［申請を希望する場合］

おおむね 4 月・9 月に新規申請を受け付けます。詳細は本学ウェブページや LiveCampus の通知をご覧ください。 

なお，主たる家計支持者の失職や死亡，被災等により家計が急変し，急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に支援の

必要がある場合には通年で申請を受け付けます。事由が起こってから速やかに問い合わせ先までご相談ください。 

［参考 URL］

 ・日本学生支援機構ウェブページ 

 https://www.jasso.go.jp/ 

 

 ・本学ウェブページ 

 ホーム>学生生活・就職>学費・奨学金・経済支援>奨学金>日本学生支援機構奨学金 

 https://osaka-kyoiku.ac.jp/campus/expense/syougaku/nihon.html 

 

◆地方公共団体及び民間育英団体の奨学金                                    
各団体の定める出願要件を満たし，人物，学業ともに優秀かつ健康であって，学資の支弁が困難と認められるものに支給されるも

のです。 

 対 象：学部学生（留学生除く），大学院生，専攻科生 
 申請要件：各団体によって異なるが，学力要件・収入基準が定められていることが多い 

 支援内容：貸与型奨学金（返済義務あり），給付型奨学金（返済義務なし），貸与奨学金の返還免除など 

［申請を希望する場合］

申請方法は，大学を通して申請する「大学推薦」と，学生自身が団体へ申請する「個人申請」の二つに分かれています。ウェブペー

ジに，本学に案内が届いた団体の情報を掲載していますので，申請方法等と併せて確認してください。 

なお，毎年 4 月初旬から 5 月に募集期間が集中しています。申請には指導教員による所見の記入が必要な場合も多く，書類が

揃うまで時間がかかります。募集期間が１～２週間と短い団体もありますので，時間に余裕を持って準備を進めてください。 

 

◆大学独自の奨学金                                                        

●大阪教育大学修学支援奨学金（一般採用）

学業成績及び人物が優秀な者で，経済的理由により修学に困難がある学生を支援とする本学独自の給付奨学金です。 

 
 対 象：学部学生（留学生除く）のうち，修学⽀援新制度により国の支援を受けることができない中間所得層 
 申請要件：修学支援新制度の支援対象でなく，かつ経済的援助を必要とし，指導教員の推薦を受けられること 他  

 支援内容：給付型奨学金 5 万円 

 申請方法：本学ウェブページから申請書類をダウンロードし申請期限までに提出（募集期間 9 月末～10 月初旬予定） 

 

・大学ウェブページ 

ホーム>学生生活・就職>学費・奨学金・経済支援>奨学金>修学支援奨学金 

 https://osaka-kyoiku.ac.jp/campus/expense/syougaku/nihonjin.html 

 

◆留学生を対象とする奨学金                                                          
留学生を対象とする奨学金の申請手順等については，国際課留学生係から大教 G メール宛に連絡します。 

留学生を対象とする奨学金の担当は,国際課留学生係（ryugaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp）です。 

 

 

 

 

 

・大学ウェブページ 

 ホーム＞学生生活・就職＞学費・奨学金・経済支援＞奨学金＞地方公共団体・民間育英団体の奨学金 

 https://osaka-kyoiku.ac.jp/campus/expense/syougaku/chihou.html 

 

＜対象奨学金一覧＞ 

・独立行政法人日本学生支援機構（学習奨励費）       ・公益信託山本猛夫記念奨学基金 

  ・（財）平和中島財団                               ・（財）大遊協国際交流援助研究協会 

  ・（財）ロータリー米山記念奨学会                    ・大阪柏原ロータリークラブ教育支援金 

・大阪教育大学修学支援奨学金 など 
 

 


